
平成31（2019）年3月4日から、精神科診療日が通常診療となります。

月 火 水 木 金
9：30～12：30 ●
14：00～17：00 ●

月 火 水 木 金
9：30～12：30 ● ● ●
14：00～17：00 ● ● ●

常三島地区における精神科診療日の変更について


